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	平成２５年（行ケ）第５９号、同第６０号事件
	/
	　 /
	　 １　本訴訟において、原告らは、総務大臣の行った各型式指定処分が「電波法施行規則４６条の２第１項５号（本件技術基準）の要件を当時充たしていなかった」との個別具体的な事実を主張しているのではない。上記型式
	　　このように当該処分の個別具体的な事実認定ではなく、法令の有効性自体が争われている裁判においては、法の番人である裁判所こそがその有効無効を判断することになるのであり、当該法令の有効性に関する主張立証
	　 ２　原告が無効であると指摘している命令（電波法施行規則４６条の２第１項５号・本件技術基準）は、総務大臣が制定した命令であり、その命令を総務大臣が自ら「有効である」と認定したからといって、裁判所がその認
	　 　　行政自身の制定した命令が、法律の委任の範囲内のものかどうか、有効なものかどうかについては、むしろ裁判所が当該命令の制定された背景について当事者に積極的に主張立証させることにより慎重に審理すべきなの
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